
令和５年９月１日 

回数券（大人）の取扱いについて 

 

令和２年１０月１日の料金改定に伴う新型コロナに対する区の特

例措置等が再延長され、新料金の適用は、特例措置期間終了後に予定

されています。 

現行の回数券（大人）につきましては、特例措置終了時まで
そのままご利用いただけます。料金改定後は、差額(１枚あたり

５０円)をお支払いいただくことでの利用となりますので、回数券を

お求めの際はご注意ください。なお、シニア・こどもの回数券につい

ては、料金改定はありません。 

 

 プール共通回数券（大人）        体育館共通回数券（大人） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（公財）江東区健康スポーツ公社 
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